
役場の窓辺から yakuba no madobe kara

～使っていない家、登録しませんか？～
空き家バンク制度をご利用ください

　住んでいない・使われなくなった空き家物件を町のホームページなどで紹介して、川根本町に住まい
を探している人に情報を提供する制度です。

【問】企画課 まちづくり推進室 ☎（56）2221

「空き家バンク」とは

Q. どんな空き家でも登録できる？
A. 物件の所有者（名義人）が、登録希望者と異

なる場合は登録できません。

Q. どんな状態の空き家でも登録できる？
A. 著しい老朽化や倒壊のおそれがあるなど、登

録できない場合があります。

Q. 登録した空き家は役場が管理するの？
A. 登録した物件は引き渡しが終わるまでは所有

者が責任を持って管理してください。

空き家バンクQ＆A

※町は、空き家の交渉・契約について直接関与しません。
※交渉等は宅地取引建物取引業者が仲介します。

空き家バンクへの登録と契約までの流れ

登録料
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宅地建物取引業者
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①物件の相談

②物件の確認
④物件情報の周知

⑤物件の内覧
③物件の登録

※町HP【移住ナビ】で
　情報を掲載します。

▶空き家バンクをご覧の際は、
　こちらのQRコードにアクセスしてください。

⑥契約

Q. 契約まで役場がやってくれるの？
A. 交渉や契約は、物件の所有者と利用者（買う

人・借りる人）で行います。
　 なお、トラブルを避けるため交渉などは宅地

取引建物取引業者に仲介を依頼します。

Q. タンスやベッドなどの家財はそのままでもい
いの？

A. そのままでも登録可能です。
　  業者に片付けを依頼する場合は、補助金が利

用できます。
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魅
力
づ
く
り
事
業

【
対
象
事
業
】地
域
の
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
活
動
お
よ
び
交
流
の
促
進
の
た
め
に
行
わ

れ
、公
共
性・公
益
性
が
高
く
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業

【
対
象
者
】　
団
体
　
　【
補
助
率
】　
10
分
の
８

【
限
度
額
】　
計
画
策
定
事
業
20
万
円 

／ 

計
画
推
進
事
業
１
２
０
万
円

⑵ 

活
力
づ
く
り
事
業

【
対
象
事
業
】地
場
産
品
を
活
用
し
た
産
業
の
活
性
化
、伝
統
文
化
の
保
存・伝

承・創
出
、地
域
の
自
然
環
境
を
活
か
し
た
事
業（
同一事
業
に
つ
き
３
年
限
り
）

【
対
象
者
】　
団
体
　
　【
補
助
率
】　
10
分
の
８

【
限
度
額
】　
50
万
円（
た
だ
し
、２
年
目：40
万
円
、３
年
目：30
万
円
）

⑶ 

人
づ
く
り
事
業

【
対
象
事
業
】　
国
や
地
方
公
共
団
体
等
が
実
施
す
る
地
域
活
性
化
に
寄
与

す
る
と
認
め
ら
れ
る
研
修（
応
募
・
参
加
型
）事
業
ま
た
は
、自
ら
が
企
画
・
実

施
す
る
研
修（
自
己
企
画
型
）事
業

【
対
象
者
】　
個
人
お
よ
び
団
体
　
　【
補
助
率
】　
10
分
の
８

【
限
度
額
】　
応
募・参
加
型（
参
加
者
１
人
に
つ
き
）海
外：
24
万
円 

／ 

国

内：８
万
円 

／ 

自
己
企
画
型
２
０
万
円

期
限
　２
０
２
２
年
９
月
30
日
㈮

留
意
事
項

・制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、役
場
企
画
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・要
望
し
た
事
業
が
、必
ず
し
も
補
助
金
の
交
付
対
象
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

・補
助
金
に
つ
い
て
は
、町
予
算
の
範
囲
内
で
の
交
付
と
な
る
こ
と
を
予
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

【
問
】企
画
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
　
☎（
56
）２
２
２
１

更生保護女性会では
一緒に活動してくれる方を募集します！

　会の趣旨に賛同いただける女性であれば，どなたでも参加
できます。入会をご希望の方や女性会に関するお問い合わせは、
川根本町役場総合支所までご連絡ください。

町内では51人の更生保護女性
会の皆さんが活動しています。

【活動内容】
●地域社会の犯罪・非行防止の
　ための啓発活動
●青少年の健全育成、
●非行のある少年少女の
　改善更生協力
　ほか

【問】川根本町役場総合支所
　　（更生保護女性会事務局）
　　☎（58）７０７０

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1415


